
日程 イベント(民主党を中心に抜粋)

9月24日 民主党弾劾調査に着手
10月31日 下院弾劾調査手続きを定めた決議案可決
11月中 公聴会など弾劾調査
12月中 下院で弾劾訴追決議(予定)
1月～ (訴追可決の場合)上院で弾劾裁判開始
2月3日 アイオワ州党員集会(民主党・共和党)
2月11日 ニューハンプシャー州予備選(民主党・共和党)
2月22日 ネバダ州党員集会(民主党)
2月29日 サウスカロライナ州予備選(民主党)

3月3日
スーパーチューズデー(カリフォルニア州やテキサス
州など少なくとも11州で予備選、民主党・共和党)
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データ期間：2019年9月1日～11月3日(調査毎)

バイデン前副大統領(上院議員) ウォーレン上院議員

サンダース上院議員 ブーテジェッジSouth Bend市長

予備選に注力できない可能性が指摘されています。
過去の例から大統領選は現職有利とされます。早
期の候補者絞り込みにより万全な態勢で大統領選
を迎えたいと思われる民主党内には、有力候補者
が予備選に注力できず絞り込みが後ずれすること
で、党の結束が高まらないまま大統領選に突入し
てしまうことを懸念する声があります。

 現時点で市場は弾劾問題を材料視していないよう
に思われます。今後米中貿易摩擦問題などが一旦
落ち着けば、投資家の関心は弾劾問題へと移るこ
とが予想されます。年末から年初にかけて、市場
は徐々に弾劾調査を受けた米国民の反応や民主党
の候補者絞り込み状況などに目を向け始めること
が想定されます。

出所）図表1は各種報道資料、図表2はReal Clear Politicsデータを
もとにニッセイアセットマネジメントが作成

投資情報室

2019年11月8日

弾劾の行方次第で民主党大統領候補の絞り込みが後ずれか
 米国議会はトランプ大統領への弾劾手続き開始を正式に決定。年内に下院で訴追可決後、上院で弾
劾裁判開催の可能性もあり。弾劾裁判開催は民主党の大統領候補者絞り込みに影響も。

 2019年末から2020年初にかけ、市場は弾劾問題と大統領選の動向に目を向ける展開が想定される。

（審査確認番号2019-TＢ302）

図表2：民主党大統領選有力候補の支持率

図表1：弾劾および大統領選に向けた主な日程
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米国経済・株式市場情報
民主党 弾劾手続き開始が大統領選戦略に影響か

～弾劾手続き開始を正式に決定～
 米国議会はウクライナへの軍事支援の見返りに
2020年大統領選で民主党有力候補となるバイデ
ン前副大統領への調査を行うようトランプ大統領
が圧力をかけた疑惑による大統領弾劾手続きの開
始を正式に決定しました。

 米国議会の弾劾手続きでは下院に弾劾訴追権、上
院に弾劾裁判権が与えられており、弾劾問題で主
導的な役割を果たす民主党が過半数を占める下院
では、今後弾劾調査の結果を受け訴追が可決され
る(過半数の賛成で可決)可能性があります。その
後、上院で弾劾裁判が開かれ、上院議員の2/3以
上の賛成で大統領は解任されます。

 1998年のクリントン大統領(民主党)弾劾問題の
際にも下院では訴追可決されましたが、上院では
大統領解任が否決されました。当時下院では共和
党が多数派を握っており訴追が可決されました。
共和党は上院においても多数派(100議席中55議
席)を占めていましたが、解任に必要な67議席以
上(2/3以上)の賛成が得られず、クリントン大統
領は罷免を免れました。1974年のニクソン大統
領の弾劾問題においては、下院で訴追可決が予想
される中で決定的な不正の証拠が露見し、大統領
は辞任しました。今回の弾劾問題においても、今
後の調査で決定的な証拠が明らかになる可能性も
ありますが、現在上院では共和党が多数派を占め
ていることもあり、弾劾裁判による大統領の解任
は高いハードルであると思われます。

～弾劾裁判の日程次第で大統領選に影響も～
 下院は公聴会開催などを経て、年内に訴追の決議
に動くと思われます。今後下院で訴追が可決され、
年明けから上院で弾劾裁判開催となれば民主党大
統領候補の選出に影響が及ぶとの見方があります。
2020年2月3日のアイオワ州党員大会を皮切りに、
大統領候補者の絞り込みで民主党にとって重要な
日程が続きます(図表1)。有力候補者であるバイ
デン前副大統領(上院議員)やウォーレン上院議員
などは、弾劾裁判で陪審員役を務めるため、
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